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応
職員
縁
全国からの全国からの

空間放射線量の測定結果� （単位：ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／時）
測定箇所 測定結果 測定期間

市立小学校、市立中学校、
市立高等学校� （敷地） 0.06～0.10 12/3～12/24

市立保育所、私立幼稚園、
私立保育園� （敷地） 0.04～0.08 12/2～12/24

公共施設等
（ホットスポット調査） 0.06～0.09 12/4～12/24

牡鹿地区集落 0.06～0.16 12/3～12/16

防災「合言葉」受賞作品防災「合言葉」受賞作品
佳

　
　作

平成30年度石巻市学校防災推進会議

2
月
10
日（
月
）午
後
３
時
ご
ろ

　

除
染
な
ど
が
必
要
と
な
る
空

間
放
射
線
量
は
、
毎
時
０
・
23

㍃
シ
ー
ベ

ル
ト

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
内
に
お
い
て
放
射
線
量
の
測

定
を
行
っ
た
結
果
、
測
定
地
点

の
全
て
で
、
健
康
に
影
響
を
与

え
る
よ
う
な
数
値
は
検
出
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
の
で
ご
安
心
く

だ
さ
い
。

防
災
ラ
ジ
オ
テ
ス
ト
放
送

空
間
放
射
線
量

12
月
の
測
定
結
果

※
住
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

な
ど
の
放
射
性
物
質
の
簡
易

検
査
お
よ
び
空
間
放
射
線
簡

易
測
定
器
の
貸
し
出
し
を

行
っ
て
い
ま
す
。

□問�　
環
境
課
（
内
線
３
３
６
６
）

おお
ららせせ
知知
今月

のおお
ららせせ
知知子

ど
も
・
教
育

子
ど
も
・
教
育

福 

　祉

福 

　祉

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

「住まいの復興給付金」申請相談会

と　　き ところ
２月14日（金）

午前10時～午後4時
市役所５階市民サロン前

３月７日（土） 市役所３階36番窓口

と　　き ところ
２月14日（金）

午前10時～午後4時
市役所５階市民サロン前

３月７日（土） 市役所３階36番窓口

□問�　住まいの復興給付金事務局コールセンター
　　☎ 0120-250-460（通話無料）　午前 9時～午後 5時（土日・祝日を除く）
　�　市生活再建支援課（内線 3965）

　東日本大震災で被災した住宅（借家を除く）の所有者が、平成26年４月の消
費税率８％引き上げ以降に、住宅を建築・購入、または補修（工事費が税抜100
万円以上）し、その後居住する場合に、消費税増税分相当（建築・購入で消費税
率８％の場合、最大約90万円、消費税率10％の場合、最大約150万円）の給付
が受けられる制度です。
※申請は、住宅の引渡日から１年以内にしてください。
 　（令和３年12月31日までに引き渡された住宅が対象） 
※次の場合は申請対象外です。

被災時に住宅を所有していなかった場合／賃貸にお住まいだった場合／消
費税率５％で建築・購入、あるいは補修を行っている場合

相談内容　給付の可否、申請書の記入方法、必要書類、作成済み書類の確認など
　　　　　※会場では申請書の提出はできません。

　住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）は、震災により被害を受けた方が、
住宅の再建・補修をするための融資（建設・購入の場合は当初５年間の金利
０％）について、相談会を行っています。
　また、地元金融機関の住宅ローンに関する相談も可能な場合があります。

□申� ・□問�　住宅金融支援機構お客様コールセンター
　　　　☎0120-086-353（通話無料）　午前9時～午後5時（祝日を除く）
　　□問�　市生活再建支援課（内線 3965）

「災害復興住宅融資」無料相談会 要電話予約 対
象

 

・ 

市
内
に
在
住・在
勤・在
学
の

方

 

・ 

市
内
の
事
業
者
お
よ
び
団
体

 

・ 

市
に
納
税
義
務
を
有
す
る
方

 

・ 

本
件
に
関
し
て
利
害
関
係
を

有
す
る
方

提
出
方
法　
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
、Ｅ
メ
ー

ル
ま
た
は
持
参
く
だ
さ
い
。

募
集
期
間　
２
月
14
日（
金
）～

　
28
日（
金
）

□申�・□問�　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
５
２
）

Ｆ
Ａ
Ｘ 

２
２－

３
４
５
４

ischisup@
city.ishinom

aki.

lg.jp
と
き　
２
月
12
日（
水
）

　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

と
こ
ろ　
市
役
所
４
階
庁
議
室

内
容

 

・ 

講
話
、練
習

「
も
う
一
度
教
え
て
！
Ｎ
Ｅ

Ｔ
１
１
９
練
習
会
」　

10
月

27
日
の
登
録
会
に
参
加
し
た

方
、参
加
で
き
な
か
っ
た
方
、

も
う
一
度
方
法
を
聞
い
て
練

習
を
し
ま
す
。登
録
も
で
き

ま
す
。

 
・ 
交
流
サ
ロ
ン

参
加
者
全
員
で
懇
親
会
、ま

た
、「
聞
こ
え
」に
関
す
る
暮

ら
し
の
個
別
相
談
コ
ー
ナ
ー

も
あ
り
ま
す
。

※
い
ず
れ
も
手
話
通
訳
と
要
約

筆
記（
文
字
通
訳
）が
付
き
ま

す
。

対
象　
市
内
在
住
の
聴
覚
障
害

者
と
そ
の
家
族・関
係
者
な
ど

※
予
約
不
要

□問�　
県
聴
覚
障
害
者
情
報
セ
ン

タ
ー（
み
み
サ
ポ
み
や
ぎ
）

☎
０
２
２－

３
９
３－

５
５
０
１

Ｆ
Ａ
Ｘ 

０
２
２

－

３
９
３

－

５
５
０
２

　
市
障
害
福
祉
課

　
（
内
線
２
４
８
４
）

　
防
災
集
団
移
転
促
進
事
業
で

移
転
し
た
方
の
補
助
金
の
交
付

申
請（
利
子
補
給・
引
越
代
補

助
）、被
災
元
地
の
買
い
取
り
に

つ
い
て
、復
興
創
生
期
間
で
あ

る
令
和
３
年
３
月
31
日
が
支
払

い
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。対

象
者
に
は
す
で
に
通
知
し
て
い

ま
す
の
で
早
め
の
申
請
を
お
願

い
し
ま
す
。

《
防
災
集
団
移
転
補
助
金
》

　
市
で
造
成
し
た
集
団
移
転
団

地
に
移
転
し
た
方
で

 

・ 

金
融
機
関
な
ど
か
ら
融
資
を

受
け
て
土
地
の
購
入・
家
屋

の
建
築
を
し
た
方

 

・ 

業
者
に
依
頼
し
て
引
っ
越
し

を
し
た
方

※
復
興
公
営
住
宅
へ
の
引
っ
越

し
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

申
請
期
限

　
令
和
２
年
９
月
30
日（
水
）

※
市
で
造
成
し
た
団
地
以
外
に

移
転
予
定
の
場
合
は
が
け
地

近
接
等
危
険
住
宅
移
転
補
助

金
の
対
象
と
な
り
ま
す
の
で

必
ず
契
約
前
に
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

《
被
災
元
地
の
買
い
取
り
》

　
災
害
危
険
区
域
内
の
土
地
で

 

・ 

専
用
住
宅
用
地
、併
用
住
宅

用
地

 

・ 

住
宅
地
に
介
在
し
て
い
る
農

地（
住
宅
地
と
一
体
利
用
さ

れ
て
い
る
土
地
）

 

・ 

相
続
登
記
や
権
利
抹
消
の
手

続
き
な
ど
が
済
ん
で
い
る
土

地
※
土
地
の
状
況
に
よ
っ
て
は
買

い
取
り
が
で
き
な
い
場
合
も

あ
り
ま
す
。

契
約
期
限

　
令
和
２
年
12
月
25
日（
金
）

□申�・□問�　
集
団
移
転
推
進
課

　
補
助
金
関
係

　
（
内
線
５
４
８
９
）

　
土
地
買
い
取
り
関
係

　
（
内
線
５
４
８
６
）

　
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
を
用
い
た
全
国

一
斉
の
情
報
伝
達
訓
練
が
２
月

19
日（
水
）午
前
11
時
ご
ろ
に
行

わ
れ
ま
す
。防
災
行
政
無
線
、戸

別
受
信
機
、防
災
ラ
ジ
オ
か
ら

テ
ス
ト
音
声
が
流
れ
ま
す
。実

際
の
災
害
と
間
違
わ
な
い
よ
う

に
ご
注
意
く
だ
さ
い

※
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
、地
震・津

波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
緊
急

情
報
を
、国
か
ら
人
工
衛
星

な
ど
を
通
じ
て
瞬
時
に
伝
え

る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

□問� 　
危
機
対
策
課

　
（
内
線
４
３
１
４
）

　
令
和
元
年
10
月
～
令
和
２
年

１
月
分
の
児
童
手
当
を
、２
月

10
日（
月
）に
指
定
の
口
座
へ
振

り
込
み
ま
す
。

　

ま
た
、出
生
な
ど
に
よ
り
養

育
す
る
児
童
の
数
に
変
更
が
生

じ
た
場
合
や
転
入
、転
出
な
ど

を
し
た
場
合
は
、速
や
か
に
窓

口
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。手
続
き
が
遅
れ
る
と
、手
当

て
を
受
給
で
き
な
い
月
が
発
生

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

□申�・□問��　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
１
２
）

　
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

　
「
第
２
期
石
巻
市
子
ど
も
未

来
プ
ラ
ン
」の
策
定
を
進
め
て

い
ま
す
。皆
さ
ん
の
ご
意
見
を

募
集
し
ま
す
。

閲
覧
場
所　
市
役
所
４
階
情
報

公
開
コ
ー
ナ
ー
、子
育
て
支

援
課
、各
総
合
支
所
、各
支

所
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ホ
ヤ
の
う
ま
さ
に
感
激

　

昨
年
４
月
か
ら
、漁
港
や
海
岸
保

全
施
設
の
復
旧
工
事
に
関
係
す
る
設

計
積
算
、施
工
管
理
、申
請
業
務
に
携

わ
っ
て
い
ま
す
。派
遣
前
は
、公
園
の

整
備
や
維
持
管
理
、街
路
樹
や
桜
並

木
を
維
持
管
理
す
る
仕
事
を
し
て
い

ま
し
た
。

　
東
日
本
大
震
災
当
時
は
ま
だ
中
学

１
年
生
で
、テ
レ
ビ
で
見
た
被
災
地

の
惨
状
に
驚
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。自
治
体
職
員
と
な
っ
て
の
経

験
は
ま
だ
浅
い
で
す
が
、焼
津
と
同

じ
港
町
で
あ
る
石
巻
の
た
め
に
少
し

で
も
力
に
な
れ
ば
と
思
い
、派
遣
を

希
望
し
ま
し
た
。

　
石
巻
は
魚
介
類
が
新
鮮
で
お
い
し

く
、特
に
初
め
て
食
べ
た
ホ
ヤ
の
う

ま
さ
に
は
感
激
し
ま
し
た
。市
民
や

市
職
員
の
親
切
と
心
優
し
さ
に
温
か

さ
も
感
じ
ま
し
た
。

　

震
災
か
ら
ま
も
な
く
９
年
と
な

り
、現
在
も
復
興
整
備
が
続
い
て
い

ま
す
。市
民
の
皆
さ
ん
が
一
日
も
早

く
、安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
に
な

る
よ
う
、業
務
に
し
っ
か
り
と
励
ん

で
ま
い
り
ま
す
。

水産基盤整備推進室
整備グループ

増
ます
田
だ
  祐
ゆう
平
へい
さん（22）

静岡県焼津市から派遣

住吉中学校３年 黒木　綾香

にげっぺし
　　　一歩一声　その行動

今
月
は
児
童
手
当
の

支
給
月
で
す

み
み
サ
ポ
サ
ロ
ン
の

ご
案
内

移
転
補
助
金
と
被
災
元
地

買
い
取
り
申
請
は
お
早
め
に

「
第
２
期
石
巻
市
子
ど
も

未
来
プ
ラ
ン
」意
見
募
集

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
全
国
一
斉

訓
練
を
実
施
し
ま
す
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募
集
・
案
内

募
集
・
案
内

☎
０
２
２－

７
４
５－

６
２
０
３

　
保
険
料
は
通
常
加
入
な
ら
月

額
２
万
円
～
６
万
７
千
円（
千

円
単
位
で
自
由
に
選
択
）で
す
。

支
払
っ
た
保
険
料
は
全
額
申
告

時
に
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

で
節
税
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
終
身
年
金
で
仮
に
80
歳
前
に

亡
く
な
ら
れ
た
場
合
で
も
80
歳

ま
で
受
け
取
る
は
ず
の
年
金
を

死
亡
一
時
金
と
し
て
支
給
し
ま

す
。

対
象

 

・ 

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険

者

 

・ 

年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

す
る
方

 

・ 

60
歳
未
満
の
方

□問　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
☎
６
２－

４
８
２
６

　
不
当
に
行
わ
れ
た
ご
み
の
焼

却
が
周
囲
に
延
焼
し
て
起
こ
る

火
災
が
毎
年
発
生
し
て
い
ま

す
。ゴ
ミ
焼
き
は
法
律
に
よ
り

原
則
禁
止
さ
れ
て
い
て
、場
合

に
よ
っ
て
は
処
罰
の
対
象
と
な

り
ま
す
の
で
、自
分
で
焼
却
せ

ず
に
指
定
さ
れ
た
ご
み
集
積
所

や
処
分
場
へ
出
し
ま
し
ょ
う
。

□問　
石
巻
地
区
消
防
本
部
予
防

課　
☎
９
５－

７
１
６
７

　
各
消
防
署

　
１
人
暮
ら
し
な
ど
の
高
齢
者

で
心
身
の
障
害
お
よ
び
加
齢
に

よ
り
、調
理
が
困
難
な
方
に
対

し
て
、栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ

た
食
事
を
届
け
る
と
と
も
に
安

否
確
認
を
行
う
新
規
の
事
業
者

を
募
集
し
ま
す
。申
し
込
み
方

法
な
ど
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

□申・□問 　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
４
４
）

　
震
災
で
住
居
な
ど
を
移
転
再

建
す
る
方
の
負
担
軽
減
の
た

め
、特
例
措
置
と
し
て
加
入
金

を
免
除
し
て
い
ま
す
。

対
象　
給
水
区
域
内（
石
巻
市・

東
松
島
市
）に
お
い
て
、震
災

に
よ
り
住
居
な
ど
が
被
災
し

た
方
で
、移
転
再
建
す
る
際

に
、新
た
な
給
水
装
置
を
設

置
す
る
と
同
時
に
被
災
し
た

場
所
の
給
水
装
置
の
廃
止
手

続
き
を
す
る
方

※
建
売
住
宅
や
中
古
住
宅
な

ど
、す
で
に
加
入
手
続
き
済

み
の
物
件
を
購
入
の
場
合

は
、免
除
の
対
象
外
で
す
。

免
除
期
限　
令
和
３
年
３
月
31

日
□問　
石
巻
地
方
広
域
水
道
企
業

団
給
水
課

　
☎
９
５－

６
７
０
７

　

住
宅
や
家
財
な
ど
に
被
害
を

受
け
ら
れ
た
場
合
に
は
、所
得
税

法
の「
雑
損
控
除
」な
ど
に
よ
る

所
得
税
の
軽
減
免
除
の
措
置
が

受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
で「
所
得
税
及
び
復

興
特
別
所
得
税
の
全
部
ま
た
は

一
部
の
軽
減
」を
受
け
ら
れ
る

場
合
の
被
害
割
合
の
判
定
を
行

う
際
の
目
安
と
な
る
た
め
、り

災
証
明
書
を
取
得
の
う
え「
予

約
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」へ
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

□問　
石
巻
税
務
署

　
☎
２
２－

４
１
５
１

予
約
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
８
５

－

０
３
０
１

　
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
販

売
期
間
が
間
も
な
く
終
了
し
ま

す
。販
売
期
間
を
過
ぎ
る
と
購

入
で
き
ま
せ
ん
。

販
売
期
限　
２
月
28
日（
金
）

販
売
金
額　
１
冊
５
、０
０
０

円
分
の
商
品
券
を
４
、０
０
０

円
で
販
売
し
ま
す
。

購
入
限
度
額　
対
象
者
一
人
に

　
つ
き
、  

最
大
５
冊
２
５
、０
０

　

０
円
分
を
２
０
、０
０
０
円

で
購
入
で
き
ま
す
。

販
売
場
所　
市
内
24
郵
便
局

　
（
簡
易
郵
便
局
を
除
く
）

使
用
期
限　
３
月
31
日（
火
）

※
石
巻
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品

券
取
扱
加
盟
店
７
０
６
店
舗

で
使
用
で
き
ま
す
。

※
加
盟
店
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
で
き
ま
す
。各
総
合
支

所
保
健
福
祉
課
お
よ
び
各
支

所
窓
口
に
も
掲
示
し
て
い
ま

す
。

□申・
□問 　

福
祉
総
務
課　

プ
レ

ミ
ア
ム
付
商
品
券
専
用
ダ
イ

ヤ
ル

　
☎
９
０－
８
０
４
３

　
☎
９
０－
８
０
４
４

　

こ
れ
ま
で
印
鑑
登
録
証
明

書
に
は
、登
録
印
影
の
ほ
か
、

氏
名・
住
所・
生
年
月
日・
性
別

を
表
記
し
交
付
し
て
い
ま
し
た

が
、性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
方

へ
の
配
慮
を
目
的
に
、２
月
１

日
か
ら
印
鑑
登
録
に
係
る
申
請

書
と
証
明
書
の
性
別
欄
を
廃
止

し
ま
し
た
。

　

ま
た
、住
民
票
に
旧
姓（
旧

氏
）を
併
記
さ
れ
、か
つ
印
鑑
登

録
を
し
て
い
る
方
に
つ
い
て

は
、印
鑑
登
録
証
明
書
に
も
旧

姓（
旧
氏
）が
併
記
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

□問 　
市
民
課

　
（
内
線
２
３
１
８
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
各
支
所

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）

カ
ー
ド
は
、プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

で
、氏
名
、住
所
、生
年
月
日
、性

別
、本
人
の
顔
写
真
が
表
示
さ

れ
、裏
面
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

記
載
さ
れ
ま
す
。

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
で

き
る
こ
と

 

・ 

本
人
確
認
の
際
の
公
的
な
身

分
証
明
書
に
な
り
ま
す
。

　
行
政
手
続
き
で
の
本
人
確
認

に
も
使
用
で
き
ま
す
。

 

・ 

確
定
申
告
な
ど
各
種
行
政
手

続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が

利
用
で
き
ま
す
。利
用
す
る

に
は
署
名
用
電
子
証
明
書
の

登
録
が
必
要
で
す
。

 

・ 

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ（
一
部
を

除
く
）で
、住
民
票
な
ど
の
各

種
証
明
書
が
取
得
で
き
ま

す
。利
用
す
る
に
は
利
用
者

証
明
用
電
子
証
明
書
の
登
録

が
必
要
で
す
。

※
印
鑑
登
録
証
は
、コ
ン
ビ
ニ

交
付
サ
ー
ビ
ス
で
は
使
用
で

き
ま
せ
ん
。

○
交
付
申
請
方
法

　
平
成
27
年
11
月
ご
ろ
に
送

付
さ
れ
た
通
知
カ
ー
ド
に
、

交
付
申
請
用
紙
や
申
請
方
法

に
関
す
る
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
が
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、確
認
の
上
、申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

　
申
請
用
紙
な
ど
を
紛
失
し

た
方
、住
所
や
氏
名
な
ど
申

請
用
紙
の
記
載
内
容
に
変
更

が
あ
っ
た
方
は
、新
し
い
申

請
用
紙
を
発
行
し
ま
す
の

で
、本
人
確
認
が
で
き
る
も

の
を
持
参
の
上
、申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
申
請
に
必
要
な
顔
写
真

の
撮
影
と
、オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま

す（
要
電
話
予
約
）。詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
市
民
課

　
（
内
線
２
３
２
０
）

　

国
で
は
、消
費
税
率
引
き
上

げ
に
伴
う
需
要
平
準
化
策（
臨

時・特
別
の
措
置
）と
し
て
令
和

２
年
度
に
民
間
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ

ス
決
済
手
段（
○
○
ペ
イ
な
ど
）

に
一
定
額
の
前
払
い（
チ
ャ
ー

ジ
）な
ど
を
さ
れ
た
方
に
対
し

「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
」（
プ
レ
ミ

ア
ム
ポ
イ
ン
ト
）を
国
費
で
付

与
す
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ポ
イ
ン
ト
を
受
け
取
る
た

め
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
取
得
し
、マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ
を

設
定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
、問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

□問　
Ｉ
Ｃ
Ｔ
総
合
推
進
室

　
（
内
線
４
２
５
５
）

と
き　
２
月
28
日（
金
）正
午
～

３
月
２
日（
月
）午
後
４
時

と
こ
ろ　
イ
オ
ン
モ
ー
ル
石
巻

２
階

展
示
作
品　
縫
製
作
品・
陶
芸

作
品・
メ
モ
帳・
カ
レ
ン
ダ

ー・ブ
ロ
ッ
ク

□問　
特
別
支
援
教
育
共
同
実
習

所
　
☎
９
５－

６
２
２
０

　

民
事
調
停
と
は
、裁
判
所
が

当
事
者
の
間
に
入
っ
て
話
し
合

い
を
進
め
、問
題
の
解
決
を
図

る
手
続
き
で
す
。

特
徴①

手
続
き
が
簡
単

②
解
決
が
早
い

③
判
決
と
同
じ
効
果

④
費
用
が
安
い

⑤
秘
密
が
守
ら
れ
る

　

裁
判
の
よ
う
に
勝
ち
負
け
を

決
め
る
の
で
は
な
く
、お
互
い
が

納
得
す
る
ま
で
話
し
合
う
こ
と

が
基
本
な
の
で
、実
情
に
合
っ
た

柔
軟
な
解
決
が
で
き
ま
す
。

　
詳
し
く
は
最
高
裁
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□問 　
仙
台
地
方
裁
判
所
事
務
局

総
務
課
広
報
係

☎
０
２
２－

２
２
２－

６
１
１
５

仙
台
家
庭
裁
判
所
事
務
局
総

務
課
庶
務
係

石巻霊園返還墓所 使用許可申請受け付け中

区画面積 使用料
６㎡ １７８，２００円
９㎡ ３３３，３００円
12㎡ ５３４，６００円

　返還墓所とは、一度使用許可を受けて使用された墓所で、他の墓地への改葬などに
より、市へ返還された墓所のことをいいます。
受付期限
　３月31日（火）　午前９時～午後４時
　※申請書受け付け順に墓所を選定してもらいます。
　※全ての区画が決まり次第、受け付けは終了します。
受付場所
　環境課
※総合支所および支所での申請書の配布・受け付けは行いません。
　※郵送による申請書の配布 ・ 受け付けは行いません。
対象
 ・ 申請時点で市内に３カ月以上住所を有する方で、墓所の祭し者
 ・ 焼骨を有する方
※死体（胎）埋・火葬許可証または焼骨の埋・収蔵事実の確認書が必要です。ただし、
東日本大震災で遺体が発見されずに死亡認定を受けられたご遺族は申し込みが
できます。

墓所使用料

※墓碑の制限については、申請書配布時に説明します。
※石巻霊園における返還墓地のみの供給であり、石巻第二霊園一般墓所および個別
集合墓所の申し込みはできません。
□申 ・□問　環境課（内線3365）

印
鑑
登
録
証
明
書
の
性
別
欄

削
除
お
よ
び
旧
姓（
旧
氏
）の

併
記
に
つ
い
て

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
作
り
ま
せ
ん
か
？

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
を
活
用
し
た

消
費
活
性
化
策
の
ご
案
内

特
別
支
援
教
育
共
同
実
習
所

第
16
回
作
品
展

老
後
の
備
え
は

農
業
者
年
金
で
安
心

ご
み
の
焼
却
は

禁
止
で
す
！

民
事
調
停
を
知
っ
て

い
ま
す
か

石
巻
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付

商
品
券
の
お
知
ら
せ

台
風
19
号
で
被
害
を

受
け
ら
れ
た
方
へ

震
災
移
転
再
建
時
に
水
道

加
入
金
が
免
除
さ
れ
ま
す

｢

食
」の
自
立
支
援
事
業

新
規
事
業
者
募
集


